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Report

中
国
の
知
的
財
産
法
の
歴
史
は
ま

だ
浅
く
、
制
定
さ
れ
た
の
は
今
か
ら

約
20
数
年
前
で
す
。
し
か
し
、
近
年

の
技
術
力
と
経
済
競
争
力
の
急
速
な

発
展
に
伴
い
、
特
許
、
商
標
な
ど
の

出
願
件
数
は
、
増
加
し
て
い
ま
す
。

世
界
知
的
所
有
権
機
関
（
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
）

が
今
年
の
８
月
に
公
表
し
た
世
界
特

許
出
願
リ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
中
国

国
民
の
特
許
出
願
件
数
は
大
幅
に
増

加
し
、
平
成
17
年
の
そ
の
件
数
は
前

年
比
42
・
１
％
増
の
９
万
３
０
０
０

件
で
あ
り
、
増
加
幅
で
言
え
ば
世
界

一
で
し
た
。

ま
た
、
法
的
な
保
護
レ
ベ
ル
も
、

「
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面

中
国
の
知
的
財
産
法
の
概
要

に
関
す
る
協
定
（
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協

定
）」
の
知
的
財
産
権
保
護
基
準
に

合
わ
せ
て
国
際
水
準
に
引
き
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

更
に
、
各
種
条
約
「
工
業
所
有
権

の
保
護
に
関
す
る
パ
リ
条
約
」、「
特

許
協
力
条
約
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
）」
な
ど
に

も
加
盟
し
、
知
的
財
産
法
制
度
の
強

化
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
、
中
国
と

日
本
の
法
制
度
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の

制
度
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
一
部

相
違
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。

日
本
と
中
国
の
知
的
財
産
法
制
度

の
大
き
な
違
い
は
、
中
国
で
は
、
特

許
、
実
用
新
案
、
意
匠
は
、「
専
利

法
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
法
律
に
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
中

国
で
は
用
語
も
相
違
し
ま
す
。
下
の

表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
本
の
知
的
財
産
法
制
度
と
相
違

す
る
点
を
全
て
把
握
し
て
お
く
こ
と

は
大
切
で
す
が
、
特
に
、
日
本
の
中

小
企
業
の
方
が
注
意
し
て
欲
し
い
相

違
点
を
以
降
に
説
明
し
ま
す
。
な
お
、

使
用
す
る
用
語
は
日
本
の
用
語
で
説

明
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

近年の中国の急速な経済発展に伴い、その巨大マーケッ

トを求め、これまで興味を示さなかった企業までもが中

国へ続々と進出しています。一方、中国は、「世界一の

模倣国」とも呼ばれており、中国の法制度を理解せずに

進出すると、中国で自社開発の製品が売れないばかりか、

逆に権利侵害として訴えられることもあります。そこで、

中国と日本の知的財産制度の違いをお話しましょう。

和田国際特許事務所
所長代理 弁理士 茅原 裕二
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E-mail wada007@mxn.mesh.ne.jp

日本と中国では用語も違ってくる

ので注意すること

― 日 本 ―　　　 ― 中 国 ―

「 特 許 」 → 「発明専利」

「実用新案」 → 「実用新型専利」

「 意 匠 」 → 「外観設計専利」

日日
本本
とと
中中
国国
のの
「「
知知
的的
財財
産産
権権
」」

知
的
財
産
戦
略
を
行
っ
て
い
た
の
に
模
倣
さ
れ
て
し
ま
う
。

知
的
財
産
戦
略
を
行
わ
な
か
っ
た
が
故
に
模
倣
を
容
認
せ
ざ
る
得
な
い
。

中
国
ビ
ジ
ネ
ス
事
情
の
裏
側
を
徹
底
検
証
！

ここ
が 

違う
ぞ!!
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●
特
　
徴

中
国
に
お
い
て
も
、
特
許
権
、
実

用
新
案
権
を
取
得
す
る
に
際
し
、

「
新
規
性
（
客
観
的
な
新
し
さ
）
が

あ
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
規
定
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、

一
部
相
違
す
る
点
が
あ
り
注
意
が
必

要
で
す
。
す
な
わ
ち
、

①
公
知
お
よ
び
公
然
使
用
に
つ
い
て

「
自
国
主
義
」
を
採
用
し
て
い
る
。

②
「
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆

に
利
用
可
能
と
な
っ
た
発
明
」
に

つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。

右
記
の
２
点
が
日
本
国
に
お
け
る

新
規
性
の
規
定
（
特
許
法
第
29
条
第

１
項
各
号
）
と
相
違
す
る
点
で
す
。

こ
れ
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、

①
は
、
中
国
国
内
に
お
い
て
、
一

般
的
に
知
れ
渡
っ
た
状
態
お
よ
び
そ

の
よ
う
な
状
態
で
使
用
さ
れ
た
発
明

に
つ
い
て
は
、
新
規
性
を
喪
失
し
特

許
権
を
取
得
で
き
な
い
が
、
中
国
以

外
の
国
で
公
知
に
な
っ
て
い
る
発
明

に
つ
い
て
は
新
規
性
を
喪
失
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

②
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

通
信
回
線
で
公
開
さ
れ
た
発
明
で
あ

っ
て
も
、
必
ず
し
も
新
規
性
を
喪
失

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
中
国
国
内
で
公
知
と
な
っ

た
場
合
に
は
新
規
性
を
喪
失
す
る
恐

れ
は
あ
り
ま
す
。

●
注
意
点

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
た

発
明
や
日
本
国
で
公
知
の
発
明
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
日
本
国
で
は

新
規
性
を
喪
失
し
ま
す
。
し
か
し
、

前
述
し
た
通
り
、
中
国
で
は
新
規
性

を
喪
失
せ
ず
特
許
権
を
取
得
す
る
こ

と
が
可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

中
小
企
業
の
方
の
中
に
は
日
本
国

で
出
願
す
る
前
に
発
明
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
し
ま
い
、
特
許

権
取
得
不
能
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
結
構
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

場
合
で
も
、
中
国
に
お
い
て
は
特
許

権
取
得
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
一
方
、
注
意
す
べ
き
点
も
あ

り
ま
す
。

日
本
で
は
広
く
知
ら
れ
た
発

明
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公

開
さ
れ
た
発
明
を
盗
用
さ
れ
、

中
国
で
先
に
特
許
出
願
さ
れ
て

し
ま
い
、
第
三
者
に
特
許
権
を

取
得
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
日
本
国

で
は
特
許
権
は
取
得
で
き
な
い

が
、
販
売
す
る
こ
と
に
関
し
て

は
問
題
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

も
、
中
国
に
輸
出
し
た
途
端
に

特
許
権
侵
害
と
し
て
訴
追
さ

れ
、
販
売
が
差
し
止
め
ら
れ
た

り
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
り

す
る
こ
と
が
あ
り
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
ら
な
い
た

め
に
は
、
発
明
を
し
た
ら
、
ま
ず
製

造
や
販
売
な
ど
す
る
前
に
日
本
に
お

い
て
特
許
出
願
を
し
て
お
き
、
そ
の

後
１
年
以
内
に
パ
リ
条
約
に
基
づ
く

優
先
権
を
主
張
し
て
中
国
に
特
許
出

願
を
す
る
、
あ
る
い
は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
出
願

制
度
を
利
用
す
る
（
詳
細
は
10
月
号

24
ペ
ー
ジ
参
照
）
こ
と
が
重
要
で
す
。

パ
リ
条
約
や
Ｐ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
す
る

と
、
新
規
性
や
先
願
の
審
査
は
日
本

の
出
願
時
を
基
準
に
判
断
さ
れ
ま

す
。
従
っ
て
、
日
本
の
出
願
か
ら
中

国
の
出
願
ま
で
の
間
に
第
三
者
に
中

国
で
模
倣
さ
れ
特
許
出
願
さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
第
三
者
の

出
願
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
第
三
者
の
出
願
に

よ
る
特
許
権
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

●
特
　
徴

意
匠
制
度
に
お
い
て
、
中
国
と
日

本
国
と
の
最
大
の
相
違
点
は
、
中
国

に
お
い
て
は
実
体
審
査
を
し
な
い
で

登
録
す
る
、
い
わ
ゆ
る
無
審
査
登
録

制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。

そ
の
他
の
主
な
相
違
点
と
し
て
、

①
部
分
意
匠
制
度
、
関
連
意
匠
制
度

お
よ
び
秘
密
意
匠
制
度
が
存
在
し

な
い

②
新
規
性
喪
失
の
例
外
の
適
用
規
定

は
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
よ
う
に

公
知
に
な
っ
た
状
況
に
関
す
る
条

件
が
緩
や
か
で
な
い

③
新
規
性
の
基
準
が
前
記
特
許
な
ど

と
同
様
で
あ
る

の
３
つ
が
上
げ
ら
れ
ま
す
。

特
許
法
お
よ
び

実
用
新
案
法
に
つ
い
て

意
匠
法
に
つ
い
て
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が
あ
り
ま
す
の
で
、
新
規
性
を
喪
失

す
る
機
会
は
発
明
な
ど
に
比
し
て
多

く
、
ま
た
、
売
れ
行
き
を
見
て
か
ら

出
願
し
た
い
と
い
う
要
請
が
あ
り
ま

す
が
、
中
国
に
出
願
す
る
場
合
に
は
、

新
規
性
を
喪
失
し
な
い
よ
う
、
よ
り

注
意
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
特
　
徴

中
国
の
商
標
法
は
、
日
本
の
商
標

法
と
、
細
か
な
相
違
点
は
あ
る
も
の

の
大
き
な
相
違
点
は
な
く
、
ほ
ぼ
一

緒
で
す
。

例
え
ば
、
日
本
と
同
様
に
、
役
務

商
標
や
立
体
商
標
も
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
方
、
音
や
匂
い
な
ど
の
視

覚
に
よ
っ
て
認
識
で
き
な
い
も
の
は

登
録
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。

●
注
意
点

中
国
に
お
い
て
商
標
出
願
す
る
際

に
特
に
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
商
標

の
選
択
で
す
。

日
本
に
お
い
て
は
、
商
標
出
願
す

る
際
に
、
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ

カ
ナ
、
ロ
ー
マ
字
な
ど
種
々
の
文
字

を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

全
て
い
わ
ゆ
る
「
文
字
商
標
」
と
認

識
さ
れ
ま
す
。
一
方
、
中
国
に
お
い

て
は
、
文
字
商
標
と
し
て
認
識
さ
れ

る
の
は
漢
字
表
記
の
も
の
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
字
、
ひ
ら
が
な

な
ど
漢
字
以
外
の
文
字
で
も
出
願
で

き
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
「
図
形
」

と
し
て
認
識
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
漢
字
表
記
の
商
標
を
中
国

に
出
願
す
る
場
合
に
も
、
漢
字
の
持

つ
意
味
が
日
本
と
中
国
と
で
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。
言
葉
の
持
つ
意
味
が
異
な
れ

ば
、
識
別
力
の
判
断
、
類
否
判
断
に

お
い
て
も
日
本
と
は
異
な
る
判
断
に

な
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

す
。
で
す
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
ひ

ら
が
な
や
ロ
ー
マ
字
で
表
記
さ
れ
た

商
標
を
、
中
国
に
お
い
て
出
願
す
る

場
合
に
は
、
漢
字
（
簡
体
字
）
の
選
択

も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
際
に
は
、
中
国
で
良
い
意
味

を
有
す
る
漢
字
を
使
用
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、

「
キ
ャ
ノ
ン
」
は
、「
佳
能
」（Jia-

N
eng

）
と
い
う
漢
字
商
標
を
登
録
し

て
お
り
、
こ
れ
は
中
国
語
で
「
良

い
＋
有
能
」
を
意
味
し
ま
す
。

●
注
意
点

新
規
性
に
関
し
て
は
前
記
の
特
許

な
ど
と
同
様
の
注
意
を
要
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
意
匠
に
お
い
て
は
左
記
の

よ
う
な
注
意
が
必
要
で
す
。

無
審
査
登
録
制
度
が
採
用
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
登
録
さ
れ

た
か
ら
と
言
っ
て
安
心
は
で
き

ま
せ
ん
。
先
に
出
願
し
て
い
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
、

第
三
者
の
模
倣
出
願
が
な
さ
れ

た
場
合
に
は
、
こ
の
第
三
者
の

模
倣
出
願
に
意
匠
権
が
発
生
し

て
し
ま
う
こ
と
も
十
分
に
あ
り

得
ま
す
。

ま
た
、
例
え
ば
、
日
本
に
お
い
て

は
、
出
願
す
る
前
に
国
内
外
で
頒
布

さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
意
匠

や
、
国
内
で
公
知
に
な
っ
た
意
匠
に

つ
い
て
新
規
性
喪
失
の
例
外
の
適
用

を
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
中
国
に
お
い

て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
新
規

性
喪
失
の
例
外
の
適
用
は
受
け
ら
れ

ず
、
も
は
や
意
匠
権
を
取
得
す
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
意
匠
は
、

物
品
の
美
的
外
観
で
あ
り
、
模
倣
が

容
易
で
、
流
行
に
左
右
さ
れ
る
性
質

Report

商
標
法
に
つ
い
て

近年の模倣品問題

製品を模倣され似たような商標を付して販売さ

れていた場合、従来であれば、模倣品の方が品質

が悪かったため、この模倣品を購入した者から正

規の製造・販売元にクレームが入りました。

模倣品を購入した者からクレームを受けるなん

て理不尽だと言う感じがしますが、その反面、ク

レームが入ったことにより模倣品が市場に出回っ

ていることが認識できたわけです。しかしながら、

近年においては、模倣品の品質が向上しており、

製品を購入する側も、品質さえ良ければ安い方が

よいと思う傾向にあるため、模倣品であることを

知っていて購入するケースが増えてきています。

この場合、模倣品を購入した者からのクレーム

が入らず、模倣品が市場に出回っていることすら

認識できないか、模倣品の存在を発見することが

遅れるため、被害が大きくなってしまう傾向があ

ります。

簡体字：中国の文字改革によって簡略化した漢字

#28-31-Report  07.11.14 6:22 PM  ページ 30



31 2007.12

日
本
と
中
国
で
相
違
す
る
点
の
１

つ
と
し
て
、
知
的
財
産
を
扱
う
管
轄

官
庁
の
相
違
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で

は
す
べ
て
特
許
庁
の
管
轄
で
す
が
、

中
国
で
は
管
轄
官
庁
が
２
つ
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。

中
国
に
関
し
て
は
、
と
か
く
「
模

倣
」
の
こ
と
ば
か
り
が
話
題
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
第
三
者
の
模
倣
行

為
の
中
に
は
２
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
。

・
自
身
が
き
ち
ん
と
知
的
財
産
戦
略

を
行
っ
て
い
た
の
に
模
倣
さ
れ
て

し
ま
う

・
全
く
知
的
財
産
戦
略
を
行
わ
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
の
模
倣
を

あ
る
意
味
容
認
せ
ざ
る
得
な
い

後
者
に
関
し
て
は
、
き
ち
ん
と
知

的
財
産
戦
略
を
す
れ
ば
模
倣
を
防
止

す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
す
か
ら
、

中
国
に
進
出
す
る
の
で
あ
れ
ば
最
低

限
出
来
る
限
り
の
知
的
財
産
戦
略
を

す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

昭和44年生まれ。関東学院大学工学部電気工学科卒業。鉄鋼業界、主夫兼浪人生活を経て

平成15年弁理士登録。弊所は昨年創業40年を迎えました。チャレンジ精神に溢れ活気のあ

る特許事務所です。国内外の特許、商標等の出願業務を中心に、発明相談、知財コンサル

ティング、セミナーなど様々な業務を行っています。まずは、お気軽にご相談ください。

〒101－0047 東京都千代田区内神田1－15－16東光ビル4階

TEL 03-3295-1480 FAX 03-3295-1145

URL http://www.wada-pat.jp E-mail wada007@mxn.mesh.ne.jp（24時間受付）

Blog 「社長！知的財産捨ててますよ!!」 http://blog.livedoor.jp/ezenyu1/

和田国際特許事務所 所長代理 弁理士 茅原 裕二Profile

管
轄
官
庁
の
違
い

む
す
び

特
許
、
実
用
新
案
、

意
匠
お
よ
び
商
標
の
出
願

●
日
本
に
お
い
て
は

す
べ
て
特
許
庁
が
管
轄

専
利
（
特
許
、
実
用
新
案
、
意

匠
）
出
願

●
中
国
に
お
い
て
は

国
家
知
識
産
権
局
が
管
轄

国
家
工
商
行
政
管
理
局
が
管
轄

商
標
出
願

あなたの会
社の製品も

狙われてい
るのかも知

れない
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